
社会保険労務士による

～その悩み 相談してみませんか～ 

 

 

 

 

 

日  時  令和７年２月２５日(火)・３月１８日（火） 

       10：00、11：00、13：00、14：00、15：00の５コマ 

※１企業 約１時間程度 

場  所  白井市商工会館２階会議室  

相談方法  事前予約制による対面式での相談 

専 門 家  社会保険労務士 高倉 彩乃氏（白井市商工会員） 

申込方法   下記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ等でお申し込

みください。尚、お電話にても受付ます。 

ＴＥＬ０４７－４９２－０７２１ 担当：菅原 
＝＝＝＝＝＝＝＝ 《切り取らずＦＡＸしてください》 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 

労務個別相談会申込書 
白井市商工会行 【ＦＡＸ０４７－４９１－９８８４】 

相談希望日時 
２月２５日 ３月１８日    

１０：００ １１：００ １３：００ １４：００ １５：００ 

※日付と時間帯の２ヶ所に〇を付けてください。 

 重複した場合は調整させていただきます。 

事 業 所 名 
               

Ｔ Ｅ Ｌ 
 

氏   名 
 

 

相 談 内 容 

 

  

※御預かりいたしました個人情報は本事業実施の為利用いたします。 

主  催  白井市商工会 

 働き方改革への対応、社会保険の適用拡大や最低賃金の引き上

げなど会員の皆様が、直面している労務面でのお悩みについて専

門家がお答えする個別相談会を下記により開催いたします。相談

は無料ですので、是非ご利用ください。 


